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議案第 45 号 

 

八戸市図書館条例施行規則の一部を改正する規則の制定について 

 八戸市図書館条例施行規則の一部を改正する規則を別紙のとおり制定する。 

 

  平成 25 年８月 28 日 提出 

 

八戸市教育委員会 

                    委員長  岡 本  潤 子 

 

 

 

理 由 

  個人に対する図書館資料の貸出しに係る登録手続きについて、規定の整理をするためのも

のである。 
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八戸市図書館条例施行規則の一部を改正する規則 

  

八戸市図書館条例施行規則（平成20年八戸市教育委員会規則第９号）の一部を次のように改

正する。 

第９条第１項中「身分を証明する書類等」を「氏名、住所等を確認できる書類」に改める。 

別記第１号様式（その１）及び同様式（その２）中「身分を証明する」を「氏名、住所等を

確認できる」に改める。 

 

   附 則 

 この規則は、平成25年９月１日から施行する。 

 



 

八
戸
市
図
書
館
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
新
旧
対
照
表

 

 

改
正
後
 

改
正
前
 

（
登
録
手
続
き
等
）
 

（
登
録
手
続
き
等
）
 

第
９
条
 
図
書
館
資
料
の
貸
出
し
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
個
人
に
あ
っ
て
は
氏
名
、
住
所
等
を

確
認
で
き
る
書
類
（
前
条
第
１
項
第
２
号
の
者
に
あ
っ
て
は
、
青
森
県
内
図
書
館
共
通
利
用
券
）
を

提
示
の
う
え
、
個
人
貸
出
登
録
申
込
書
（
別
記
第
１
号
様
式
）
を
、
団
体
に
あ
っ
て
は
そ
の
代
表
者

が
団
体
貸
出
登
録
申
込
書
（
別
記
第
２
号
様
式
）
を
館
長
等
に
提
出
し
、
登
録
を
受
け
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
 

第
９
条
 
図
書
館
資
料
の
貸
出
し
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
個
人
に
あ
っ
て
は
身
分
を
証
明
す
る

書
類
等
（
前
条
第
１
項
第
２
号
の
者
に
あ
っ
て
は
、
青
森
県
内
図
書
館
共
通
利
用
券
）
を
提
示
の
う

え
、
個
人
貸
出
登
録
申
込
書
（
別
記
第
１
号
様
式
）
を
、
団
体
に
あ
っ
て
は
そ
の
代
表
者
が
団
体
貸

出
登
録
申
込
書
（
別
記
第
２
号
様
式
）
を
館
長
等
に
提
出
し
、
登
録
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

２
～
５
 
（
略
）
 

２
～
５
 
（
略
）
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改
正
後
 

改
正
前
 

第
１
号
様
式
（
第
９
条
関
係
）
 

 

第
１
号
様
式
（
第
９
条
関
係
）
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改
正
後
 

改
正
前
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議案第 46 号 

 

八戸市博物館条例施行規則の一部を改正する規則の制定について 

 八戸市博物館条例施行規則の一部を改正する規則を別紙のとおり制定する。 

 

  平成 25 年８月 28 日 提出 

 

八戸市教育委員会 

                    委員長  岡 本  潤 子 

 

 

 

理 由 

  種差海岸三陸復興国立公園指定記念チケットを入館料等の減免の対象とするとともに、そ

の他規定の整理をするためのものである。 
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八戸市博物館条例施行規則の一部を改正する規則 

  

八戸市博物館条例施行規則（昭和61年八戸市教育委員会規則第13号）の一部を次のように改

正する。 

第６条第２号中「、盲学校、ろう学校又は養護学校」を「又は特別支援学校」に改め、同条

第８号中「八戸ウェルカムチケット」の次に「又は種差海岸三陸復興国立公園指定記念チケッ

ト」を加える。 

 

   附 則 

 この規則は、平成25年９月１日から施行する。 

 



 

八
戸

市
博

物
館

条
例

施
行

規
則

の
一

部
を

改
正
す

る
規

則
新

旧
対

照
表

 

 
 

改
正
後
 

改
正
前
 

（
入
館
料
等
の
減
免
）
 

（
入
館
料
等
の
減
免
）
 

第
６
条
 
条
例
第
８
条
の
規
定
に
よ
り
減
免
す
る
入
館
料
等
の
額
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。
 

第
６
条
 
条
例
第
８
条
の
規
定
に
よ
り
減
免
す
る
入
館
料
等
の
額
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。
 

(１
) 

（
略
）
 

(１
) 

（
略
）
 

(２
) 

市
内
の
小
学
校
、
中
学
校
又
は
特
別
支
援
学
校
が
教
育
課
程
に
基
づ
く
学
習
の
た
め
団
体
で

入
館
し
、
又
は
入
場
す
る
と
き
。
 
入
館
料
等
の
全
額
 

(２
) 

市
内
の
小
学
校
、
中
学
校
、
盲
学
校
、
ろ
う
学
校
又
は
養
護
学
校
が
教
育
課
程
に
基
づ
く
学

習
の
た
め
団
体
で
入
館
し
、
又
は
入
場
す
る
と
き
。
 
入
館
料
等
の
全
額
 

(３
)～

(７
) 

（
略
）
 

(３
)～

(７
) 

（
略
）
 

(８
) 

当
市
が
発
行
す
る
八
戸
ウ
ェ
ル
カ
ム
チ
ケ
ッ
ト
又
は
種
差
海
岸
三
陸
復
興
国
立
公
園
指
定
記

念
チ
ケ
ッ
ト
の
提
出
を
受
け
た
と
き
。
 
入
館
料
等
の
全
額
 

(８
) 

当
市
が
発
行
す
る
八
戸
ウ
ェ
ル
カ
ム
チ
ケ
ッ
ト
の
提
出
を
受
け
た
と
き
。
 
入
館
料
等
の
全

額
 

(９
) 

（
略
）
 

(９
) 

（
略
）
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議案第 47 号 

 

八戸市埋蔵文化財センター是川縄文館条例施行規則の一部を改正する規則の制定につい 

て 

 八戸市埋蔵文化財センター是川縄文館条例施行規則の一部を改正する規則を別紙のとおり制

定する。 

 

  平成 25 年８月 28 日 提出 

 

八戸市教育委員会 

                    委員長  岡 本  潤 子 

 

 

 

理 由 

  種差海岸三陸復興国立公園指定記念チケットを観覧料の減免の対象とするとともに、その

他規定の整理をするためのものである。 
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八戸市埋蔵文化財センター是川縄文館条例施行規則の一部を改正する規則 

  

八戸市埋蔵文化財センター是川縄文館条例施行規則（平成23年八戸市教育委員会規則第11号）

の一部を次のように改正する。 

第６条第２号中「、盲学校、ろう学校又は養護学校」を「又は特別支援学校」に改め、同条

第８号中「八戸ウェルカムチケット」の次に「又は種差海岸三陸復興国立公園指定記念チケッ

ト」を加える。 

 

   附 則 

 この規則は、平成25年９月１日から施行する。 

 



 

八
戸
市
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー
是
川
縄
文
館

条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
新
旧
対
照
表

 

 
 

改
正
後
 

改
正
前
 

（
観
覧
料
の
減
免
）
 

（
観
覧
料
の
減
免
）
 

第
６
条
 
条
例
第
６
条
の
規
定
に
よ
り
減
免
す
る
観
覧
料
の
額
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。
 

第
６
条
 
条
例
第
６
条
の
規
定
に
よ
り
減
免
す
る
観
覧
料
の
額
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。
 

(１
) 

（
略
）
 

(１
) 

（
略
）
 

(２
) 

市
内
の
小
学
校
、
中
学
校
又
は
特
別
支
援
学
校
が
教
育
課
程
に
基
づ
く
学
習
の
た
め
団
体
で

観
覧
す
る
と
き
。
 
観
覧
料
の
全
額
 

(２
) 

市
内
の
小
学
校
、
中
学
校
、
盲
学
校
、
ろ
う
学
校
又
は
養
護
学
校
が
教
育
課
程
に
基
づ
く
学

習
の
た
め
団
体
で
観
覧
す
る
と
き
。
 
観
覧
料
の
全
額
 

(３
)～

(７
) 

（
略
）
 

(３
)～

(７
) 

（
略
）
 

(８
) 

当
市
が
発
行
す
る
八
戸
ウ
ェ
ル
カ
ム
チ
ケ
ッ
ト
又
は
種
差
海
岸
三
陸
復
興
国
立
公
園
指
定
記

念
チ
ケ
ッ
ト
の
提
出
を
受
け
た
と
き
。
 
観
覧
料
の
全
額
 

(８
) 

当
市
が
発
行
す
る
八
戸
ウ
ェ
ル
カ
ム
チ
ケ
ッ
ト
の
提
出
を
受
け
た
と
き
。
 
観
覧
料
の
全
額
 

(９
) 

（
略
）
 

(９
) 

（
略
）
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